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県民の皆さまへのメッセージ

○ 昨日、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言の対象区域が見

直され、本県を始めとした３９県が対象から解除されました。県内

では、２週間以上新たな感染者が確認されておらず、感染状況は非

常に落ち着いており、解除は妥当なものだと考えております。

○ この結果は、県民の皆さまに外出自粛や休業の要請に応じていた

だいた形で、多大なご協力をいただいたおかげです。県民の皆さま

や事業者の皆さまに厚く御礼を申し上げたいと思います。

○ しかしながら、国内では依然として、大都市部の８都道府県を対

象にした緊急事態宣言が継続されています。全国的に見た場合、ま

だまだ警戒を緩められるタイミングではないですし、高知県の立場

で考えても、解除されたことが直ちに２月以前の状態に戻って良い

ということでは、決してございません。この「感染拡大の防止対策」

をしっかり継続していくことを前提に、「今後の社会経済活動の再

開」との両立を図っていくことが求められている局面です。

○ 県民の皆さまに改めてお願いを申し上げたいことがございます。

○ 一つは、他県への不要不急の移動の自粛です。昨日、安倍総理か

らもお話があり、「宣言が解除された区域にあっても、今月末まで

は県境を越えるような移動はできる限り控えてもらいたい」という

要請が国からも行われております。県民の皆さまにも引き続き、こ

の点についてはご協力をお願いします。

○ 次に、県内の事業者の皆さまへのお願いです。国レベルの取り組

みとして、業界・業種ごとの感染防止対策のガイドラインの策定が

行われております。また、高知県でも、先週、県の感染症対策協議

会の吉川会長のご意見もいただき、全体的な感染拡大防止対策のポ

イントをまとめております。こうしたものを参考にしていただき、

各事業者の皆さまには、しっかりと感染拡大防止対策をとっていた

だいたうえで、事業活動を段階的に本格化していただきたいと考え

ています。

○ この対策のキーワードは４つあります。１つ目は「マスクの着用」、

２つ目は「手洗いまたは手指の消毒」、３つ目は「距離を１メート

ル以上保つ」、４つ目が「換気、空気の入れ換え」です。
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○ さらに、高知県の特有の事情として考えると、お酒の席を通じた

コミュニケーションが非常に盛んだというのが大きな特色だと思

います。「お酒を飲んでコミュニケーションをとる」、これは非常に

良いことですが、新型コロナウイルス対策ということで考えると、

夜にお酒を飲んで話をしていると、つい声が大きくなり、また、話

が長くなる。そうすると、唾が飛んでしまって、飛沫感染のリスク

が高まってしまうといったことがあります。

○ 飲食店の事業者の皆さまや、店を訪れる県民の皆さまの活動とし

ても、できればマスクを着用することが望ましいわけですが、現実

的には難しく、マスクを外して飲食するのであれば、できるだけ時

間は短時間で、人数も小規模なグループで、そして、できるだけ大

声にならないように、といった取り組みを推奨するというお話が吉

川会長からありました。

○ 今までにない形での、まさしく「新しい生活様式」が求められる

局面ですが、こうした地道な取り組みこそが、高知県における次の

感染拡大の波を食い止めるために非常に大事なポイントであると

考えます。

○ また、こうした感染防止対策をしっかりとっていただければ、接

待を伴う飲食店やカラオケボックス等への出入り自粛を県民の皆

さまに求める必要はないだろうと思います。そういう意味も込めて、

県民の皆さまへのお願いについては、逆の言い方になりますが、感

染防止対策ができていないところへの立ち入りはお控えください

という形で、我々の思いをより明確にする形で示させていただいた

つもりです。

○ こうしたことも含めて、県民の皆さまや事業者の皆さまには、感

染防止対策を引き続き徹底していただくようお願いします。こうし

たことが大前提となってこそ、県の社会経済活動の再開が軌道に乗

っていくことになりますので、どうか引き続きのご協力をお願いし

ます。

令和２年５月１５日
高知県新型コロナウイルス感染症対策本部長

（知事） 濵田 省司



　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 原則、５月２５日から再開の方針
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※各学校からの申し出に基づき、個別に協議の上、一部前倒しで再開

県民の皆さまへのお願い（5/1５）

　　１　不要不急の他県との往来自粛（観光などによる県外からの来高を含む）(5月31日まで)

　　２　県内の店舗で営業を行う際の、適切な感染防止策の実施

　　３　適切な感染防止策が講じられていない「繁華街の接待を伴う飲食店」、
　　　　 「カラオケボックス」、「ライブハウス」への出入りを控える

　　４　一定規模のイベント等の開催・参加の自粛
　　　　　10人以上のイベント等自粛：5月20日まで　　　50人以上のイベント等自粛：5月31日まで

　　５　　「新しい生活様式」　等の実践

　　６ 　在宅勤務（テレワーク）や時差出勤等の推進

緊急事態宣言の解除後も必要な取り組み

県　立　学　校



これまで感染防止対策にご協力いただき、深く感謝いたします。

県内の店舗において営業を行う際は、以下の①～④全ての感染対策を講じて
 いただくようお願いします。（特に、①において来店者のマスク着用を必須と
 するのは、来店者と従業員の健康を守るためです。）

① 来店者全員（注１）と従業員全員がマスクを着用してください。（注２）

  （布マスク等着用でも可）
② 来店者全員・従業員全員が手洗い又は手指消毒を行ってください。
  （店舗入口に消毒液を設置すること等）
③ 従業員・来店者・客席間の距離を１メートル以上保ってください。
  （１メートル以上の距離を保てない場合は透明なビニール等で仕切るなどの工夫を
   行ってください。）
④ 可能な限りの換気と適時の室内消毒を行ってください。

（注１）   飲食時にマスクを外すことになる飲食店等については、以下の３要件を全て満たす
   ようにしてください。
   （ア）店内にいる時間を短時間にすること
   （イ）家族又は小規模なグループでの会食に限定すること
   （ウ）大きな声での会話をしないこと
（注２）  マスクを着用するにあたっては、耳の不自由な方が困らないよう、筆談などの配慮を
   お願いします。

県 内 店 舗 の 皆 さ ま へ の お 願 い



「新しい生活様式」の実践例①



「新しい生活様式」の実践例②




